別紙１
業務仕様書

１．業務名
　上富田町障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定支援業務

２．委託期間
　本業務の委託期間は、契約締結日から令和９年３月末日までとする。

３．業務の目的

　障害者基本法第11条第３項において、市町村は障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、「市町村障害者計画」を策定しなければならないとされている。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）第88条において「市町村障害福祉計画」の策定が、児童福祉法第33条の20において「市町村障害児福祉計画」の策定が、それぞれ義務付けられている。

　さらに、障害者基本法第11条第６項において、市町村は市町村障害者計画を策定するにあたっては、合議制の機関を設置している場合にはその意見を、その他の場合には障害者その他の関係者の意見を聴かなければならないとされている。また、児童福祉法第33条の20の規定により、市町村障害児福祉計画は市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができるとされている。

　これを受け、本業務では国の基本指針及び和歌山県の障害者計画等を勘案した「第３次上富田町障害者計画・第９期上富田町障害福祉計画・第５期上富田町障害児福祉計画」（以下「本計画」という。）を一体的に策定することを目的とする。

　なお、現行の「第２次上富田町障害者計画・第８期上富田町障害福祉計画・第４期上富田町障害児福祉計画」の作成資料や実態調査結果を提供するので、これらを基に新規計画を策定すること。

４．包含する計画（事項）

・市町村障害者計画
　（障害者基本法第11条第３項に基づく計画）

・市町村障害福祉計画
　（障害者総合支援法第88条に基づく計画）

・市町村障害児福祉計画
　（児童福祉法第33条の20に基づく計画）


５．業務内容

（１）実態調査・アンケート調査

　障害者施策の検討及び本計画策定のための基礎資料とするため、障害当事者・家族・支援者等の意見聴取の手法としてアンケート調査を実施し、結果を報告書及び庁内会議の資料として使用できるようとりまとめる。

　なお、現行計画策定時に実施した調査結果を上富田町から提供するので、今回の計画策定にあたってのアンケートは、前回調査との比較・継続性を踏まえた上で設計すること。


【アンケート調査の実施概要】

　調査対象・配布数
　　障害者手帳所持者及び障害福祉サービス利用者等：上富田町から名簿（エクセルファイル）を提供する。

　調査手法
　　郵送配布・郵送回収を基本とし、インターネット回答（回答用Webアドレスが記載されたQRコード付文書を調査対象者に郵送する方法）を使用することも可とする。調査票、配布・回収用封筒の印刷及び郵送にかかる費用は受託者が負担すること。

　設問設計
　　受託者は、国の基本指針や障害者基本計画を基に、現在の上富田町の課題や社会的動向などを踏まえて、調査票案設計に係る助言・アドバイス・情報提供・設問案の提案を行う。また、調査票、配布・回収用封筒の印刷、郵送も受託者が行う。

（２）アンケート調査報告書の作成

　調査票の回収、回収した調査票の入力・集計を行い、調査結果を分析したうえで報告書にとりまとめる。
　なお、調査対象者数は以下のとおりとする（令和　　年　　月現在）。

　　調査対象者数（予定）：約1194名
　　　内訳
　　　・身体障害者手帳所持者　　　　　　　約712名
　　　・療育手帳所持者　　　　　　　　　　約239名
　　　・精神障害者保健福祉手帳所持者　　　約229名
　　　・障害福祉サービス利用者（手帳非所持）　約64名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重複除く）

　調査票、配布・回収用封筒の印刷及び郵送にかかる費用は受託者が負担すること。

（３）現状の分析と課題の整理

　アンケート調査結果及び現行の取組への評価などを整理し、上富田町の障害者施策に関わる課題を抽出する。また、上富田町こども計画、地域福祉計画その他の福祉関連計画との整合性を図る点についても十分留意すること。

（４）計画骨子案・素案の作成

　計画の構成、施策体系等の検討を行い、障害者・家族・支援者等の意見を反映した計画案を作成する。障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の20に定める必要記載事項を網羅するとともに、障害福祉サービス等の見込量及びその確保のための方策を明示すること。

（５）上富田町障害者計画等策定委員会の支援・出席・意見反映

　上富田町障害者計画等策定委員会設置要綱（平成18年10月１日施行）に基づき設置される上富田町障害者計画等策定委員会（委員17名以内、学識経験者・福祉関係者・上富田町職員等で構成）の開催にあたり、以下の支援を行うこと。

　① 資料作成支援
　　各回の委員会で使用する資料（原データ）の作成及び必要な助言を行う。

　② 会議運営支援
　　委員会当日は担当者が適宜オブザーバーとして出席し、委員長の議事進行を補佐するとともに、委員からの質問・意見等に対して必要な対応を行う。
　　なお、委員会の庶務は上富田町福祉課が処理するため、庶務担当と緊密に連携し、円滑な会議運営に努めること。

　③ 意見の集約・計画への反映
　　委員会における討議結果を集約し、計画案に適切に反映させること。
　開催場所は上富田町役場内会議室。３回程度を開催予定。開催スケジュールや日時は、選定業者と協議の上で決定する。

（６）計画案の策定支援

　（１）～（５）の結果を反映し、本計画案を作成する。計画案に対する審議・検討結果等に基づき計画案を補修正する。その際、上富田町こども計画、地域福祉計画その他の福祉関連計画との整合性を十分図りながらの策定に留意すること。

（７）障害福祉施策に関する各種情報提供支援

　障害福祉施策に関する動向は日々変化しており、本計画は国の方針を鑑みながら策定することが必要である。厚生労働省や内閣府（こども家庭庁）等から指針の公表や会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して上富田町に提供するとともに、調査手法や分析方法を検討する。

６．成果品

（１）アンケート結果報告書：Ａ４判、集計表・・・データ納品
　　（加工可能なデータ）

（２）本計画概要版：Ａ４判、８頁程度、４色・・・データ納品
　　（加工可能なデータ、ＰＤＦ版）

（３）本計画：Ａ４判、120頁程度、表紙４色刷、本文１色刷・・・データ納品
　　（加工可能なデータ、ＰＤＦ版）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製本納品（200部、表紙レザック）

（４）その他業務で使用した資料一式・・・データ納品（種別は任意）


７．その他

・本仕様書で明示できないものについては、必要に応じ上富田町と協議し、決定すること。
・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、上富田町と協議の上、本業務内容を変更することができる。
・アンケート調査業務を実施する際には、受託業者は個人情報に関する扱いを適正に対応すること。
